
指定介護予防支援事業者の
指定について

令和６年度

岡山市

地域住民の複雑化・複合化したニーズへの対応、認知症高齢者の家族を含め
た家族介護者支援の充実など、地域の拠点である地域包括支援センターへの期待
や業務は増大している。このため、居宅介護支援事業者など地域における既存の
資源の効果的な活用・連携を図りながら、介護予防支援（介護予防ケアプランの
作成等）や総合相談支援業務など、地域包括支援センターが地域住民への支援を
より適切に行う体制の整備を図るため改正された。

市町村従来
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改正により居宅介護支援事業者も
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介護予防支援事業者

要支援者１・２の
予防給付にかかる
ケアプランの作成

業務

従来は地域包括支援センターのみ指
定を受けることが可能

＋

指定申請

１ 介護保険法改正の目的

２ 従来との比較

１
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厚生労働省資料（介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン）より抜粋・一部加工

指定により居宅が
直接契約できる

従来通り、包括から居宅
への再委託により実施

２

３ 指定を受けるためには

（１）岡山市では、指定に際し、「地域密着型サービス等運営委員会」の意見
を聴取したうえで、指定を行うため、指定時期を年４回としています。

指定時期：４月・７月・１０月・１月

（２）申請書類の提出時期は、指定月の前々月末日まで

（４）提出書類・申請窓口など、詳しくは、「介護保険事業者 指定（更新）
申請の手引き 居宅介護支援／介護予防支援」を参照ください。
【岡山市ホームページ】記事ID検索：7919
https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000007919.html

（３）申請の受付は、事前予約が必要です。
電話予約のうえ、申請窓口へお越しください。

３
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４ 指定後、介護予防支援を実施する場合の留意点について

（１）介護予防・日常生活支援総合事業の第１号介護予防支援事業について
介護予防・日常生活支援総合事業の第１号介護予防支援事業（以下、

介護予防ケアマネジメント）については、引き続き、市町村から地域包
括支援センターへの委託となります。指定居宅介護支援事業者が介護予
防ケアマネジメントを実施する場合は、事前に地域包括支援センターと
指定居宅介護支援事業者との間で業務委託の締結がなされていることが
必要です。

介護予防支援

「介護予防給付のみ」ま
たは「介護予防給付と総
合事業の訪問型・通所型
サービスを組み合わせ
た」ケアプランの作成

指定を受けた事業者が契
約可能
（従前どおり、地域包括
支援センターからの委託
による実施も可能）

介護予防ケアマネジメ
ント

「総合事業の訪問型・通
所型サービスのみ」のケ
アプランの作成

地域包括支援センターが
契約
（引き続き、指定居宅介
護支援事業者は地域包括
支援センターからの委託
により実施）

４

（３）地域包括支援センターの一定の関与と情報提供について

・指定介護予防支援事業者は、介護予防支援の事業の適切かつ有効な実施の
ために、地域包括支援センターに対し、必要な助言を求めることができます。
・介護予防サービス計画の検証を行うために、初回立案した計画に係る書類
（写し）について、地域包括支援センターへ提出をお願いします（計画決定
後１ヶ月以内）。
【提出書類】

利用者基本情報、基本チェックリスト、アセスメントシート、計画書

（２）介護予防サービス計画作成依頼（変更）届出書の提出について

介護予防サービスの費用の支払いを代理受領で行うためには、サービスの
開始までに介護予防サービス計画作成（変更）届出書の提出が必要です。

なお、介護予防サービス利用の有無によって、介護予防ケアマネジメント
への切り替えが必要となる場合があります。その際は、早めに管轄の地域包
括支援センターまでご相談ください。

（４）「岡山市版介護予防のアセスメントシート」の活用について

指定を受けて介護予防支援を実施する場合についても、アセスメント
時に『岡山市版介護予防のアセスメントシート』の活用をお願いします。
【岡山市ホームページ】記事ID検索：7431
https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000007431.html ５
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６

お問合せ先

事業者指導課
（介護予防支援の指定、運営に関すること）
電話086-212-1012

地域包括ケア推進課
（地域包括支援センターとの連携に関すること）
電話086-803-1246，086-803-1256

介護保険課
（給付管理に関すること）
電話086-803-1240

７
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事 務 連 絡  
令和６年 7 月 16 日 

  
指定居宅介護支援事業者 

 地域包括支援センター  御中 
 

岡山市 事業者指導課長    
地域包括ケア推進課長 

   介護保険課長     
 

介護予防支援を実施する場合の留意事項について 
 
 指定居宅介護支援事業者が指定を受けて行う介護予防支援事業の運営にあたっては、下
記及び今後発出される留意事項を必ずご確認ください。 
 

記 
 
１ 介護予防・日常生活支援総合事業の第１号介護予防支援事業について 
 介護予防・日常生活支援総合事業の第１号介護予防支援事業（以下、介護予防ケアマネジ
メント）は、引き続き、市町村から地域包括支援センターへの委託となります。指定居宅介
護支援事業者が介護予防ケアマネジメントを実施する場合は、事前に地域包括支援センタ
ーと指定居宅介護支援事業者との間で業務委託の締結がなされていることが必要です。 
 

介護予防支援 「介護予防給付のみ」または「介
護予防給付と総合事業の訪問型・
通所型サービスを組み合わせた」
ケアプランの作成 

指定を受けた事業者が契約可能 
（従前どおり、地域包括支援センタ
ーからの委託による実施も可能） 

介護予防ケア
マネジメント 

「総合事業の訪問型・通所型サー
ビスのみ」のケアプランの作成 

地域包括支援センターが契約 
（引き続き、指定居宅介護支援事業
者は地域包括支援センターからの
委託により実施） 

 
 
２ 介護予防サービス計画作成依頼（変更）届出書の提出について 
 介護予防サービスの費用の支払いを代理受領で行うためには、サービスの開始までに介
護予防サービス計画作成（変更）届出書の提出が必要です。 
 なお、介護予防サービス利用の有無によって、介護予防ケアマネジメントへの切り替えが
必要となる場合があります。その際は、早めに管轄の地域包括支援センターまでご相談くだ
さい。 
 
３ 地域包括支援センターの一定の関与と情報提供について 
 ・指定介護予防支援事業者は、介護予防支援の事業の適切かつ有効な実施のために、地域
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包括支援センターに対し、必要な助言を求めることができます。 
 ・介護予防サービス計画の検証を行うために、初回立案した計画に係る書類（写し）につ

いて、地域包括支援センターへ提出をお願いします（計画決定後１ヶ月以内）。 
【提出書類】 

利用者基本情報、基本チェックリスト、アセスメントシート、計画書 
 
４ 『岡山市版介護予防のアセスメントシート』の活用について 
 指定を受けて介護予防支援を実施する場合についても、アセスメント時に『岡山市版介護
予防のアセスメントシート』の活用をお願いします。 
【岡山市ホームページ】 
  https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000007431.html 
 
 
〇（別添）『指定居宅介護支援事業者が指定を受けて行う介護予防支援に関する Q＆A（令
和 6 年 7 月 16 日版）』についてもご確認ください。 

 
 
 
 
 

〈お問い合わせ〉              
事業者指導課 （1 について）       

電話 086-212-1012           
介護保険課（1．2 について）         

    電話 086-803-1240           
地域包括ケア推進課（1．３．4 について） 

    電話 086-803-1246，086-803-1256    
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事  務  連  絡 
令和６年８月１３日 

  
指定居宅介護支援事業者 

 地域包括支援センター  御中 
 

岡山市 事業者指導課長    
地域包括ケア推進課長 

   介護保険課長     
 

指定介護予防支援事業所向け介護予防支援業務の流れについて 
 

 令和６年７月１６日付事務連絡「介護予防支援の指定について」及び「介護予防支援を実
施する場合の留意事項について」に関して、地域包括支援センターと指定介護予防支援事業
者間の連携の流れを作成しました。 

介護予防支援の運営にあたっては、前出の事務連絡に加えて下記資料をご確認ください。 
 

記 
 

・指定介護予防支援事業所向け 介護予防支援業務の流れ 
・指定介護予防支援事業所向け 介護予防支援業務フローチャート 
 
 
 
 
 
 
 

〈お問い合わせ〉                
地域包括ケア推進課 
（地域包括支援センターとの連携に関すること） 

電話 086-803-1246，086-803-1256  
介護保険課  
（給付管理に関すること） 

電話 086-803-1240   
事業者指導課  
（その他介護予防支援の運営に関すること） 

電話 086-212-1012         
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